
通学路における合同点検と対策の実施検討の流れ（小学校と教育委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 学 校 岐阜市教育委員会 

①学校による通学路の危険箇所の抽出 

・各校の通学路点検の結果から、教育委員会、道

路管理者、地元警察署の立会いのもと、合同点検

が必要だと考える危険箇所を報告する。 

※【様式１】を市教委へ提出  

ｍｏｋｕ 

③合同点検実施日の日程調整 

・学校、関係機関と合同点検の日程調整を行う。 

〔道路管理者については、市町村道以外に県 

 道、国道と管理者が異なるので、市町村道管 

 理者を窓口に調整を依頼する〕 

④合同点検の実施と対策案の検討 

・学校、教育委員会、道路管理者、地元警察署、

（ＰＴＡ、自治会、交通安全協会）をもって危険箇 

所を合同で点検し、対策案を検討する。 

⑥対策の実施 

・④と⑤で確認した対策案に従い、計画的に対策を実施する。 

⇒・通学路の変更や児童への交通安全指導、立哨指導の強化など、ソフト面については、学校が実施 

する。 

・ハード面の改善については、道路管理者が実施する。 

・規制に関する内容については地元警察署が実施する。 

 

危険箇所がなければ終了。【様式１】に
「該当なし」と報告。 

②岐阜市通学路安全推進会議の開催 ５月 

・学校からの報告を受け、関係機関と合同点検の

進め方について確認をする。 

⑤岐阜市通学路安全推進会議の開催 ９月 

・合同点検の結果から、対策案と見通しについて

確認をする。 

・決定した対策案をホームページで公表する。 

 

⑦岐阜市通学路安全推進会議の開催 ２月 

・対策箇所の進捗状況と次年度の合同点検の確認

をする。 

⑧対策箇所の進捗状況の把握 

・教育委員会より、対策箇所の進捗状況の報告を

受け、次年度の通学路を決定する。 


